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介護予防ケアマネジメント・介護予防支援重要事項説明書 

あなたに説明する重要事項は以下のとおりです。 
 

１．事業所の概要 

（フリガナ） 

運営主体の法人名 

ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝ ｷﾖｳﾌｸｼｶｲ 

社会福祉法人 貴陽福祉会 

法人所在地 千葉県松戸市河原塚 102-8 

ホームページアドレス http://www.kiyou.or.jp 

法人設立年月 昭和 62年 6月 法人代表者氏名 理事長 矢野 久芳 
 

（フリガナ） 

事業所名 

ﾏﾂﾄﾞｼﾄｳﾌﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 

松戸市東部地域包括支援センター 

事業所の所在地 千葉県松戸市紙敷 1186-8 特別養護老人ホーム第二南花園内 

交通の方法 ＪＲ武蔵野線・北総線「東松戸駅」下車徒歩 12分 

管理者の役職・氏名 
地域包括支援センター 指定介護予防支援事業所 

青木 里美 廣瀬 将志 

電話番号・FAX 番号 
TEL 047–330–8866  

FAX 047–330–8867  

TEL 047–312-7866  

FAX 047–330-8867  

営業時間 

（窓口対応可能時間） 

月～金の平日     午 前  8：30 ～ 午 後  5：00 

※土曜、日曜、祝日・休日、12 月 29 日から翌年 1 月 3 日までは営業しておりません。 

サービス提供地域 松戸市(東部地区） 

介護保険の指定番号 1201200043 指定年月日 平成 31年 4月 1日 
 

２．職員の体制に関する事項（所属する担当者の構成・人数） 

 地域包括支援センター 指定介護予防支援事業所 

管理者 1名 1名（介護支援専門員兼務） 

保健師等 1名以上 0名 

主任介護支援専門員 1名以上 0名 

社会福祉士 1名以上 1名 

介護支援専門員 0名 1名 
 

３．運営の基本方針 

① 利用者が支援を要する際、可能な限りその居宅にて自立した生活を営むことができるように配慮します。 

② 利用者の意思及び人格を尊重し、公正中立に努めます。 

③ 利用者の心身の状況や生活の環境等に応じ、利用者自らの選択を基本として、適切な保健・医療・福祉 

 サービスを総合的かつ効率的に提供されるように配慮します。 

④ 介護予防ケアマネジメント又は介護予防支援の提供にあたっては、利用者やその御家族（以下、「利用者 

 等」）に対し、懇切丁寧に説明を行います。 

⑤ 事業を行うにあたっては、松戸市、医療機関、介護予防サービス事業者等との連携に努めます。 

 



 

2 

 

４．提供するサービス 

① 介護予防サービス計画の作成 

・ 介護予防ケアマネジメント又は介護予防支援を提供するため、担当職員は介護予防サービス計画の作

成に関する業務を行います。 

・ 作成にあたり担当職員は原則として利用者の居宅を訪問し、情報を収集します。 

・ 情報収集した結果、専門的観点から、利用者の自立支援に最適と考えられる目標と目標達成のための

具体的な方策について提案し、介護予防サービス計画の原案を作成します。その際、利用可能なサー

ビスの内容や利用料等の情報を利用者等に提供しサービスの選択を求めます。利用者等は、担当職員

に複数のサービス事業者の紹介や、選定理由についての説明を求めることができます。 

・ 担当職員は、利用者等と介護予防サービス計画原案に位置付けたサービス事業者の担当者を交えサ

ービス担当者会議を開催し、介護予防サービス計画原案の内容についてサービス事業者の担当者と情

報共有し、専門的な見地からの意見を求め、必要に応じて介護予防サービス計画原案を修正します。 

・ 担当職員は介護予防サービス計画原案に位置づけた指定介護予防サービス等について、介護保険で

の給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類や内容、利用料等について利用者等に対して説

明し、文書により利用者の同意を得た上で、利用者やサービス事業者に介護予防サービス計画を交付

します。また、介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等の医療サービスを利用する際に

は、意見を求めた主治の医師等に介護予防サービス計画を交付します。 

② 介護予防サービス計画作成後の支援 

・ 利用者等とサービス事業者等との連絡を継続的に行い、介護予防サービス計画の実施状況を把握しま

す。 

・ 実施状況の把握に当たっては、少なくとも 3 ヶ月に 1回は利用者宅へ訪問し、面接を行います。 

また、訪問しない月においては、通所型サービス等の利用時の訪問や電話、サービス事業者等への聴

取等の方法により、把握に努めます。 

・ 介護予防サービス計画の目標に沿って、サービスが提供されるようサービス事業者等との連絡調整を行

います。 

・ 利用者の意思も踏まえて、要支援認定等に必要な援助を行います。 

・ 1 ヶ月に 1回は支援内容や把握結果を記録に残します。 

③ 介護予防サービス計画の変更 

・ 利用者が介護予防サービス計画の変更を希望した場合、または担当職員が介護予防サービス計画の

変更が必要と判断した場合は、利用者と事業者双方の合意に基づき、介護予防サービス計画を変更し

ます。 

④ 介護予防サービス計画の評価 

・ 担当職員は介護予防サービス計画に位置付けた期間が終了する際に、目標の達成状況について評価

を行います。 

⑤ 給付管理（保険適応内） 

・ 介護予防サービス計画作成後、介護保険の法定代理受領サービスについては、毎月給付管理を行

い、必要な書類を千葉県国民健康保険団体連合会に提出します。 

⑥ その他 

・ 利用者が医療機関に入院する必要が生じた場合、入院先の医療機関と連絡を取り合うためにも、担当

職員の氏名及び連絡先を入院先医療機関にお伝えください。 
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５．サービスの内容等に関する事項 

苦情相談

対応窓口

について 

当事業所 松戸市東部地域包括支援センター （047–312-7866） 

公的機関① 松戸市役所介護保険課給付班 （047-366-7067） 

公的機関② 千葉県国民健康保険団体連合会 （043–254–7428） 

対応時間 
午前 8：30～午後 5：00 （公的機関②のみ 午前 9:00～午後 5:00） 

※土日祝日 12月 29日から翌年 1月 3日を除く 

事故発生時の対応 

担当職員は、利用者に対する介護予防ケアマネジメント又は介護予防支援の提

供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を

行うと共に、必要な措置を講じ、管理者に報告します。 

損害賠償保険 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 加入 

虐待防止への取り組み 

利用者の人権擁護、虐待の発生又は再発を防止するため、虐待防止検討委員

会の開催や虐待防止指針の整備、定期的な研修等、虐待防止に向けた取り組

みを行います。また、それらを適切に実施するため担当者を置いています。 

非常災害時等における 

業務継続への取り組み 

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護予防ケアマネジメン

ト又は介護予防支援の提供を継続的に実施するため、非常時においても早期に

業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、その計画に従い必要な措

置を講じています。 

個人情報の取り扱いに

ついて 

事業所は、業務上知り得た利用者等の秘密については、法令（条例含む）に基づ

く場合を除き、契約中及び契約終了後も第三者に漏らすことはありません。また事

業所は、あらかじめ文書により利用者等の同意を得た場合のみ、次の範囲内で、

同意した者の個人情報を用いることができるものとします。 

①目的： 

・介護予防ケアマネジメント又は介護予防支援を提供するための､介護予

防サービス計画の作成に関する業務及びサービス担当者会議、サービス

事業所との連絡調整、医療機関やその他関連機関への情報提供 

・介護保険上の給付管理業務における､国民健康保険団体連合会や官公庁

への請求事務 

・関係法令（条例を含む）に基づく官公庁への報告や届け出 

・居宅介護支援事業所への業務委託 

・転居や要介護認定を受けた場合、介護保険施設への入所等に伴う、他の

介護保険機関（介護予防支援事業所や居宅介護支援事業所、介護予防小

規模多機能型居宅介護等）への引き継ぎ 

・事業所内における利用者の管理 

・家族や代理人等への心身の状況説明 

・苦情処理における利用者家族や官公庁への報告 

・事故発生時における利用者家族や官公庁、損害保険会社への報告 

・学生（実習生）への演習協力 

②使用範囲：当事業所内、サービス事業者及び医療機関の担当者、協力を要す

る地域の行政機関や民生委員などの関係機関（団体）の担当者。 

③使用記録：個人情報を使用した会議、内容等の経過を記録します。 

④使用期間：契約開始日から契約終了後５年間。なお、使用期間満了後におい

ては、個人情報は適切に廃棄いたします。 
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利用料等 
利用者負担金、介護予防ケアマネジメント又は介護予防支援に要する料金、その

他の費用については別紙をご参照ください。 

業務の委託 

業務内容の一部を居宅介護支援事業所に委託する場合があります。利用者の介

護予防サービス計画の作成を担当する事業所については、偏りのないよう公正中

立に選んでいます。また、居宅介護支援事業所は、委託業務の実施にあたり個人

情報の取り扱いについては、当事業所と同様とします。 

担当者の変更 

①事業所からの担当職員の変更 

当事業所の都合により、担当職員を変更することがあります。 

②利用者等からの交替の申し出 

担当職員の変更を希望する場合は、利用者はいつでも当事業所にその旨申 

し出ることができます。ただし、職員体制等により対応いたしかねる場合もあり 

ます。また、特定の職員の指名は出来ません。 

 

  


